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平成２２年度北海道後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療会計予算 

 

 

平成２２年度北海道後期高齢者医療広域連合の後期高齢者医療会計予算は、次に定めるところによる。 

 

 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ６６４，９６８，３３６千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

 （一時借入金） 

第２条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、７，３００，０００千円と定める。 

   

 

  平成２２年２月１９日提出 

 

北海道後期高齢者医療広域連合長 大 場   脩    

 

 
































